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 車
ご
と
出
店
で
き
る
外

ま
ち
エ
コ
・
フ
リ
ồ

マ
ồ
ケ
ỽ
ト

　
家
庭
で
不
要
に
な
ỳ
た
も
の
を

リ
ユ
ồ
ス
ớ
繰
り
返
し
使
う
Ờ
す

る
フ
リ
ồ
マ
ồ
ケ
ỽ
ト
の
出
店
者

を
募
集
し
ま
す
Ố

日
　
月
２
日
ớ
日
Ờ
午
前
　
時
Ỗ

⚑⚑

⚑⚐

午
後
２
時
　
分
⚓⚐

場
町
田
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン
タ

ồ
隣
接
地

費
１
０
０
０
円

申
電
話
で
ま
ち
エ
コ
フ
リ
マ
事
務

局
ớ
辺
０
５
０
・
３
４
５
０
・
５

５
５
５
Ờ
へ
Ố
ま
ち
だ
エ
コ
ラ
イ

フ
推
進
公
社
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
で
申

し
込
み
も
可
Ố

※
出
店
す
る
ほ
ど
品
物
数
が
な
い

方
を
対
象
に
ỏ
無
料
の
ủ
共
同
出

品
コ
ồ
ナ
ồ
Ứ
を
設
け
ま
す
Ố
出

品
受
付
は
当
日
会
場
で
行
い
ま

す
Ố
詳
細
は
ま
ち
だ
エ
コ
ラ
イ
フ

推
進
公
社
ớ
辺
７
９
７
・
９
６
１

７
Ờ
へ
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く

か
ỏ
同
公
社
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
を
ご

覧
下
さ
い
Ố

問
３
Ｒ
推
進
課
辺
７
９
７
・
０
５

３
０
返
７
９
７
・
５
３
７
４

再
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ồ

ừ
好
感
度
ア
ỽ
プ
Ỗ
カ
ラ
ồ
コ
ồ

デ
ỹ
ネ
ồ
ト
＆
メ
イ
ク
セ
ミ
ナ

ồ
Ử
　ủ
こ
の
人
と
働
き
た
い
Ứ
と
い

う
第
一
印
象
を
与
え
ら
れ
る
よ
う

な
カ
ラ
ồ
と
メ
イ
ク
を
学
べ
る
セ

ミ
ナ
ồ
で
す
Ố

対
再
就
職
を
考
え
て
い
る
女
性

日
①
　
月
６
日
ớ
木
Ờ
午
前
　
時

⚑⚑

⚑⚐

Ỗ
正
午
②
　
月
　
日
ớ
木
Ờ
午
前

⚑⚑

⚑⚓

　
時
Ỗ
午
後
０
時
　
分
ỏ
全
２
回

⚑⚐

⚓⚐

場
町
田
市
民
フ
Ỽ
ồ
ラ
ム

内
①
魅
力
的
に
み
せ
る
色
や
デ
ザ

イ
ン
を
学
ぶ
②
好
印
象
を
与
え
る

メ
イ
ク
術
と
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ
ồ
講

座講
カ
ラ
ồ
コ
ồ
デ
ỹ
ネ
ồ
タ
ồ
・

辻
恵
氏
ỏ
印
象
管
理
メ
イ
ク
講
師

・
森
秀
美
氏
ỏớ
特
Ờ
日
本
サ
ồ

ビ
ス
マ
ナ
ồ
協
会
認
定
マ
ナ
ồ
講

師
・
藤
原
美
江
子
氏

定
　
人
ớ
申
し
込
み
順
Ờ

⚑⚖
※
　
日
は
ỏ
普
段
使
ỳ
て
い
る
化

⚑⚓
粧
品
ỏ
フ
ỻ
イ
ス
タ
オ
ル
ỏ
前
髪

を
留
め
る
ピ
ン
ỏ
自
立
型
の
鏡
を

お
持
ち
下
さ
い
Ố

申
　
月
１
日
正
午
Ỗ
　
日
に
電
話

⚑⚐

⚓⚐

で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ
ヤ
ル
ớ
辺
７
２

４
・
５
６
５
６
Ờ
へ
Ố
保
育
希
望

者
ớ
１
歳
６
か
月
以
上
の
未
就
学

児
Ờ
は
併
せ
て
お
申
し
込
み
を
Ố

問
男
女
平
等
推
進
セ
ン
タ
ồ
辺
７

２
３
・
２
９
０
８
返
７
２
３
・
２

９
４
６

小
型
家
電
の
回
収
拠
点
を

増
や
し
ま
す

　
　
月
１
日
か
ら
ỏ
使
用
済
み
小

⚑⚐
型
家
電
の
回
収
拠
点
と
し
て
ỏ
中

央
図
書
館
ỏ
町
田
市
民
文
学
館
ỏ

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ồ
が
加
わ
り
ま

す
Ố

○
回
収
ボ
ỽ
ク
ス
設
置
場
所

　
市
庁
舎
ỏ
各
市
民
セ
ン
タ
ồ
ỏ

各
駅
前
連
絡
所
ỏ
各
コ
ミ
ỿ
ニ
テ

ỹ
セ
ン
タ
ồ
ỏ
南
収
集
事
務
所
ỏ

町
田
リ
サ
イ
ク
ル
文
化
セ
ン
タ

ồ
ỏ
リ
サ
イ
ク
ル
広
場
ま
ち
だ
ỏ

中
央
図
書
館
ỏ
町
田
市
民
文
学

館
ỏ
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ồ

○
対
象
品
目

　
回
収
ボ
ỽ
ク
ス
の
投
入
口
ớ
縦

　
㎝
×
横
　
㎝
Ờに
入
る
大
き
さ

⚑⚕

⚓⚐

の
家
電
製
品

※
携
帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
・
パ
ソ
コ

ン
は
個
別
の
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ

ム
が
確
立
し
て
い
る
た
め
ỏ
回
収

の
対
象
外
で
す
Ố

問
３
Ｒ
推
進
課
辺
７
９
７
・
０
５

３
０
返
７
９
７
・
５
３
７
４

町
田
市
菊
花
展

一
般
出
品
を
募
集
し
ま
す

対
市
内
在
住
で
ỏ
会
場
ま
で
出
品

作
品
を
ご
自
分
で
搬
入
・
搬
出
で

き
る
方

日
　
月
１
日
ớ
土
Ờ
Ỗ
８
日
ớ
土
Ờỏ

⚑⚑
午
前
８
時
　
分
Ỗ
午
後
４
時
ớ
最

⚓⚐

終
日
は
午
後
２
時
　
分
ま
で
Ờ

⚓⚐

※
出
品
作
品
の
会
場
へ
の
搬
入
は

　
月
　
日
の
午
前
中
で
す
Ố

⚑⚐

⚓⚑

場
薬
師
池
公
園

出
品
作
品
盆
養
ỏ
盆
栽
 懸
  崖
 ỏ
ダ

け
ん
 が
い

ル
マ
作
り
ỏ
福
助
作
り
ỏ
切
花

※
出
品
規
定
に
つ
い
て
は
ỏ
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
Ố

※
出
品
作
品
は
審
査
対
象
と
は
な

り
ま
せ
ん
Ố

申
申
込
書
ớ
公
園
緑
地
課
ờ
市
庁

舎
８
階
Ở
に
有
り
Ờ
に
記
入
し
ỏ

　
月
　
日
ま
で
に
直
接
町
田
市
菊

⚑⚐

⚒⚓

花
展
実
行
委
員
会
事
務
局
ớ
公
園

緑
地
課
Ờ
へ
Ố

問
公
園
緑
地
課
辺
７
２
４
・
４
３

９
９
返
０
５
０
・
３
１
６
１
・
６

２
６
９

２
０
１
５
年
度
募
集
分
Ỗ
町
田
市

農
業
研
修

現
地
説
明
会

　
市
で
は
ỏ
市
が
開
設
し
た
研
修

農
場
で
ỏ
野
菜
作
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
学
び
ỏ
農
家
を
支
援
す
る
援
農

者
等
の
育
成
を
目
的
に
ỏ
２
年
間

の
農
業
研
修
を
行
ỳ
て
い
ま
す
Ố

　
今
回
ỏ
２
０
１
５
年
度
募
集
予

定
の
農
業
研
修
の
現
地
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
Ố

対
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
ỏ
あ

る
程
度
の
農
作
業
経
験
の
あ
る
ỏ

農
業
研
修
参
加
希
望
者

日
　
月
　
日
ớ
土
Ờ
午
前
　
時
Ỗ

⚑⚐

⚒⚕

⚑⚐

正
午

場
町
田
市
農
業
研
修
農
場
ớ
小
野

路
町
Ờ

申
　
月
　
日
ま
で
に
電
話
で
農
業

⚑⚐

⚒⚐

振
興
課
へ
Ố

問
農
業
振
興
課
辺
７
２
４
・
２
１

６
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
９

９
１
３

町
田
市
民
ホ
ồ
ル
Ỗ
ホ
ồ
ル
・
ギ

Ỿ
ラ
リ
ồ
・
練
習
室

予
約
抽
選
会
場
を

変
更
し
ま
す

　
町
田
市
民
ホ
ồ
ル
は
ỏ　
月
４

⚑⚑

日
Ỗ
２
０
１
５
年
３
月
　
日
に
大

⚓⚑

規
模
改
修
工
事
を
行
い
ま
す
Ố
こ

れ
に
伴
い
ỏ
工
事
期
間
中
は
ỏ
毎

月
第
１
水
曜
日
に
行
わ
れ
て
い
る

予
約
抽
選
会
の
会
場
を
変
更
し
ま

す
Ố

日
　
月
５
日
ỏ　
月
３
日
ỏ
２
０

⚑⚑

⚑⚒

１
５
年
１
月
７
日
ỏ
２
月
４
日
ỏ

３
月
４
日
ỏ
い
ず
れ
も
水
曜
日
午

前
　
時
か
ら

⚑⚐
場
市
民
協
働
お
う
え
ん
ル
ồ
ム

ớ
市
庁
舎
２
階
Ờ

問
町
田
市
民
ホ
ồ
ル
辺
７
２
８
・

４
３
０
０
返
７
２
９
・
６
７
３
０

ớ
休
館
日
ử
第
１
・
３
月
曜
日
ỏ

祝
日
の
時
は
そ
の
翌
日
Ờỏ
町
田

市
文
化
振
興
課
辺
７
２
４
・
２
１

８
４
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６

５
５
４

消
費
生
活
セ
ン
タ
ồ
Ỗ
学
習
会

住
環
境
を
考
え
る

ừ
く
ら
し
の
中
の
化
学
物
質
や
電

磁
波
を
例
に
Ử

対
市
内
在
住
ỏ
在
勤
ỏ
在
学
の
方

日
　
月
　
日
ớ
木
Ờ
午
前
　
時
Ỗ

⚑⚐

⚓⚐

⚑⚐

正
午

場
町
田
市
民
フ
Ỽ
ồ
ラ
ム

講
ớ
特
Ờ
市
民
科
学
研
究
室
代
表

・
上
田
昌
文
氏

定
　
人
ớ
申
し
込
み
順
Ờ

⚔⚕
申
住
所
ớ
町
名
の
み
Ờ・
氏
名
・

電
話
番
号
を
明
示
し
ỏ　
月
　
日

⚑⚐

⚒⚗

ま
で
に
ỏ
電
話
で
イ
ベ
ン
ト
ダ
イ

ヤ
ル
ớ
辺
７
２
４
・
５
６
５
６
Ờ

へ
Ố
保
育
希
望
者
ớ
１
歳
以
上
の

未
就
学
児
ỏ
人
数
に
限
り
有
り
Ờ

は
併
せ
て
申
し
込
み
を
Ố

問
同
セ
ン
タ
ồ
辺
７
２
５
・
８
８

０
５
返
７
２
２
・
４
２
６
３

　
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
引
き
上

げ
に
伴
い
ỏủ
臨
時
福
祉
給
付
金
Ứ

及
び
ủ
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給

付
金
Ứ
を
支
給
し
て
い
ま
す
Ố
対

象
と
思
わ
れ
る
方
ớ
下
表
参
照
Ờ

に
は
申
請
書
を
送
付
し
て
い
ま

す
Ố
　
申
請
期
限
は
２
つ
の
給
付
金
と

も
に
平
成
　
年
１
月
５
日
ま
で

⚒⚗

ớ
必
着
Ờで
す
Ố期
限
の
終
了
間
際

は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
ỏ

ま
だ
申
請
書
を
提
出
し
て
い
な
い

方
は
お
早
め
に
申
請
し
て
下
さ

い
Ố
期
限
ま
で
に
申
請
が
な
い

と
ỏ
辞
退
し
た
と
み
な
さ
れ
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ỏ
ご
注
意
下
さ

い
Ố
　
ま
た
ỏ
基
準
日
ớ
平
成
　
年
１

⚒⚖

月
１
日
Ờ
ご
ろ
に
住
所
変
更
し
た

方
な
ど
ỏ
対
象
と
思
わ
れ
る
の
に

申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
方
は
ỏ

専
用
コ
ồ
ル
セ
ン
タ
ồớ
辺
０
５

７
０
・
６
６
６
・
８
４
９
Ờ
へ
ご

連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
Ố

問
福
祉
総
務
課
臨
時
給
付
金
係
辺

７
２
４
・
４
４
３
１
返
０
５
０
・

３
１
０
１
・
０
９
２
８

※4月14日、21日、28日、30日は利用できません。
※申し込みできる方は市内在住、在勤、在学の方が過半数
　のグループまたは個人です。

4月分の利用　10月4日から受付開始
初日の午前8時30分～午後1時の受付分は抽選、
午後1時以降は申し込み順に受け付けます

電話受付です 782・3800

FAXでのお問い合わせは返 782・6815

（長野県南佐久郡川上村）

4月分の利用 10月1日から受付開始
電話受付です  0120・55・2838
※4月7日、8日は利用できません。

FAXでのお問い合わせは返 0267・99・2240

　
行
政
経
営
監
理
委
員
会
は
ỏ
行

政
経
営
改
革
を
着
実
に
推
進
す
る

こ
と
を
目
的
に
ỏ
３
人
の
専
門
委

員
ớ
岡
本
正
耿
氏
ỏ
山
本
清
氏
ỏ

佐
藤
主
光
氏
Ờ
と
市
長
ỏ
両
副
市

長
ỏ
部
長
４
人
が
意
見
交
換
を
行

い
ま
す
Ố
な
お
ỏ
第
１
回
の
概
要

は
ỏ
町
田
市
ホ
ồ
ム
ペ
ồ
ジ
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
Ố

ừ
傍
聴
い
た
だ
け
ま
す
Ử

日
　
月
　
日
ớ
火
Ờ
午
前
　
時
Ỗ

⚑⚐

⚒⚑

⚑⚐

正
午

場
市
庁
舎
３
階
会
議
室
３
Ổ
１

内
ア
ウ
ト
ソ
ồ
シ
ン
グ
時
代
の
行

政
評
価
に
つ
い
て

定
　
人
ớ
申
し
込
み
順
Ờ

⚑⚕
申
　
月
　
日
ま
で
に
電
話
で
経
営

⚑⚐

⚑⚔

改
革
室
へ
Ố

問
経
営
改
革
室
辺
７
２
４
・
２
５

０
３
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
３

０
９
５

絵 芥械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

絵 芥械械械械械械械械械械械械械械械械械械械

絵
芥

械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械
械

給
付
金
を
装
ỳ
た
ủ
振
り
込
め
詐
欺
Ứや

 

ủ
個
人
情
報
の
詐
取
Ứ
に
ご
注
意
を
外

■支給対象者
【臨時福祉給付金】
基準日時点で町田市に住民票があり、平成⚒⚖年度の市民税が非課税の方
※ただし、次の方は対象外です。
①市民税が課税されている方の扶養親族等
②生活保護等の受給者
※平成⚒⚖年度の市民税は平成⚒⚕年分（平成⚒⚕年⚑月⚑日～⚑⚒月⚓⚑日）の所得から計算
されます。
【子育て世帯臨時特例給付金】
基準日時点で町田市に住民票がある平成⚒⚖年⚑月分の児童手当（特例給付を含む）の
受給者で、平成⚒⚕年分（平成⚒⚕年⚑月⚑日～⚑⚒月⚓⚑日）の所得金額が児童手当の所得
制限限度額に満たない方
○対象児童
平成⚒⚖年⚑月分の児童手当（特例給付を含む）の対象者となる児童
※ただし、次の方は対象外です。
①臨時福祉給付金の対象者
②生活保護等の受給者
※平成⚒⚖年⚑月分の児童手当を受給していなくても、次の児童については、平成⚒⚖年
⚒月分の児童手当を受給している場合には対象児童となります。
①平成⚒⚖年⚑月⚑日に出生し、基準日時点で住民票がある児童
②平成⚒⚖年⚑月⚑日に国外から転入し、基準日時点で住民票がある児童
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平日の午前⚘時⚓⚐分～午後⚕時
※ご利用には市役所までの通話料金がかかります。

町田市役所臨時給付金
専用コールセンター

辺０５７０・６６６・８４９
ロク  ロク  ロク　　  は　  　支  　給

臨時福祉給付金・
子育て世帯臨時
特例給付金

対象者の方は
　　お早めに申請を
対象者の方は
　　お早めに申請を


